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別 紙  

児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交   

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和ヨ0年法律第179   

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。   

以下「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  

厚生省  

労働省  
令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる児童虐待防止対策等支援事業及びDV・女性保護   

対策等支援事業の実施に要する経費に対し補助金を交付し、もって地域における児童虐待  

・DV対策等の一層の普及促進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第1111001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の1に定   

める次の事業とする。  

剋塗  

（⊥）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童虐待防止対策支援事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行うひきこもり等児童福祉対策事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童家庭支援センター運営事業  

剋塵  

別 紙  

児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交   

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179   

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。   

以下「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年   

厚生省  

令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  
労働省   

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる児童虐待防止対策等支援事業及びDV・女性保護   

対策等支援事業の実施に要する経費に対し補助金を交付し、もって地域における児童虐待  

・DV対策等の一層の普及促進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第1111001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の1に定   

める次の事業とする。   

（1）都道ノ庁県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童自立生活援助事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童虐待防止対策支援事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行うひきこもり等児童福祉対策事業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童家庭支援センター運営事業  

（且）中核市（児童相談所設置市を除く。）及び市（指定都市、中核市及び児童相談所設  

置市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う児童家庭支援センター運営モデル事  

業  

（旦）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う里親支援機関事業  

（ヱ）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う地域生活・自立支援事業（モデル   

事業）   

（且）都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が行う身元保証人確保対策事業   

都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う里親支援機関事業  

都道府県、措定都市及び児童相談所設置市が行う地域生活・自立支援事業（モデル  

都
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道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が行う身元保証人確保対策事業  



（旦）市及び福祉事務所を設置する町村が行う身元保証人確保対策事業（母子生活支援施  

設分に限る。）に対して都道府県が補助する事業  

（旦）都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市及び市が行う婦人相談員活動強化  

事業  

（』）都道府県が行う売春防止活動・DV対策機能強化事業   

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、次により算出された額の合   

計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1，000円未満の端数が生じた場合に   

は、これを切り捨てるものとする。  

（1）3の（旦）以外の事業   

ア 別表の第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（且）の事業  

（1）のアに準じて選定された額に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県が   

補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

（交付額等の下限）  

5 4で定める算定方法により算出された補助金の交付額が、194千円に満たない場合に   

は、交付の決定を行わないものとする。  

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1） 別表第1欄に定める区分ごとの事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額  

のいずれか低い額の30％以内の変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承  

認を受けなければならない。  

（2） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く．）をする場合には、厚生労働大臣の承認を  

受けなければならない。  

（3） 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならな  

い。  

（4） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具  

については、適正化法施行令第14粂第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に  

（旦）市及び福祉事務所を設置する町村が行う身元保証人確保対策事業（母子生活支援施   

設分に限る。）に対して都道府県が補助する事業  

（遁）都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市及び市が行う婦人相談員活動強化   

事業  

（11）都道府県が行う売春防止活動・DV対策機能強化事業  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、別表の第1棚に定める区分ごとに、次により算出された額の合   

計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1，000円未満の場数が生じた場合に  

は、これを切り捨てるものとする。  

（1）3の（旦）以外の事業‘   

ア 別表の第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（旦）の事業  

（1）のアに準じて選定された額に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県が   

補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

（交付額等の下限）  

5 4で定める算定方法により算出された補助金の交付額が、194千円に満たない場合に   

は、交付の決定を行わないものとする。  

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1） 別表第1欄に定める区分ごとの事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額  

のいずれか低い額の30％以内の変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承  

認を受けなければならない。  

（2） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を  

受けなければならない。  

（3） 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならな  

い。  

（4） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具  

については、適正化法施行令弟14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に  
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定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の  

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（5） 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ  

の収入の全部又は一部を崖庫に納付させることがある。  

（6） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても  

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな  

らない。  

（7） この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による  

調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはそ  

の承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

（B） 都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に  

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなけ  

ればならない。  

（9） 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（2）から（7）  

に掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（2）から（3）及び（5）中「厚生労働大臣」とあるのは「都  

道府県知事」と、「匡I庫」とあるのは「都道府県」と、（4）中「厚生労働大臣の承  

認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、（7）中「補助金」とあるのは「間接補  

助金」と読み替えるものとする。  

（10）（9）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（‖） 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第2による申請書及び関係書類を都道府県知事が別に定める日まで   

に都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記の申請書を受理したときは、必要な審   

査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、毎年度8月末日までに厚生労   

働大臣に提出するものとする。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第3による申請書および関係書類を毎年度8月末日までに厚生労働大臣に提  

出して行うものとする。   

定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の  

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（5）  厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ  

の収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（6） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても  

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな  

らない。  

（7） この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による  

調書を作成するととも㈱哩し、かつ  

調革及嘩を事業完了の目（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその  

承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

（8） 都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に  

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなけ  

ればならない。  

（9） 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（2）から（7）  

に掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（2）から（3）及び（5）中「厚生労働大臣」とあるのは「都  

道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（4）中「厚生労働大臣の承  

認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、（7）中「補助金」とあるのは「間接補  

助金」と読み替えるものとする。  

（10）（9）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生  

労働大臣の承認を受けなければならない。  

（11） 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）．  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第2による申請書及び関係書頬を都道府県知事が別に定める日まで   

に都道府県知事に捷出し、都道府県知事は、前記の申請書を受理したときは、必要な審   

査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、毎年度8月末日までに厚生労  

働大臣に提出するものとする。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第3による申請書および関係書頬を毎年度8月末日までに厚生労働大臣に提  

出して行うものとする。  
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（変更申請手続）  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、7に定める申請手続きに従い、毎年度1月末日までに行うものとする。  

（変更中諸手続）  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、7に定める申請手続きに従い、別紙様式第4による申請書および関係   

豊艶皇毎年度1月末日までに行うものとする。  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実債報告）  

11 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第Aによる報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県知  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な審査を行い、適  

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（6の（3）により事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算し  

て1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第旦による報告書を、翌年度4月10日（6の（3）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実横報告）  

11この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等   

．の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第且による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県知  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な審査を行い、適  

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月10日（6の（3）により事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算し  

て1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第旦による報告書を、翌年度4月10日（6の（3）により事業の中止又は  

廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を  

経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。  

1  
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剋＿陰   且り＿睦  児童虐  児意自立生・  
児童虐  剋睦  事業に 必／  

1／2  

待防止  
待防止  
対策等  対策等  
支援事  ト給料・、報†  

支援事  
業   

業   曹．旅曹、  
1l上白立牛活揺  

別製木管、  

1か所当たり3．696．000  

（年度i余中の開始、又は中止等の土A  曹卜委託若  

月栢308．000円（1月未満の土合は1月とす  

2対外関係∋。  

（1）射象人員10人以上  

1か所当たり3．556．000  

（年度途中の開始又は中止の場合  

月楯296tOOO円（1月未Yの場合は1月‾  

（2）対象人員10人未満  

1か所当たり2．573．000  

（年度i余中の開始、又は止のA  

月額214．000円（1、の土合は1月と  

児童虐待防止対  児童虐   児童虐待防止対  
児童虐   
待防止  策支援事業に必要  待防止  策支援事業に必要  

対策支  な報酬、旅費、需  対策支  な報酬、旅費、需  

用費（消耗品費、  援事業   
用費（消耗品賢、  

援事業   教材費、印刷製本   教材費、印刷製本   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  
1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  



費）、貸金、備品購  
入費、役務費（通信  

運搬費）、報償費、  
委託料、使用料及  
び貸借料   

費）、賃金、備品購  

入費、役務費（通信  

運搬費）、報償費、  

委託料、使用料及  
び賃借料  

327．000円  

2児童相談所カウンセリング強化事業   

児童相談所1か所当たり  

・「カウンセリング強化事業のみ実施する場合」  

706．000円  

イカウンセリング強化事業」に加え「家族療法事業」を   

実施する場合   

乙699．000円  

3 医療的機能強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

M．000円  

4法的対応機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

558，000円  

5スーパーバイズ・権利擁諌機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

511，000円  

6 専門性強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

269tOOO円  

7 一時保護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

過串．000円  

8市町村及び民間団体との連携強化事業  

・市町村及び要保護児童対策地域協議会への支援   

児童相談所1か所当たり  

3，708．000円  

・民間団体との連携  

軍6．000円  

2児童相談所カウンセリング強化事業   

児童相談所1か所当たり  

・「カウンセリング強化事業のみ実施する場合」  

706．000円  

・「カウンセリング強化事業」に加え「家族療法事業」を   

実施する場合  

乙69乳0（氾巴  

3医療的機能強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

之，156月00円  

4 法的対応機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

558，000円  

5スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

511，000円  

6 専門性強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり   

；江2．000円  

7 一時保護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり   

廊己層協力邑種別組  

8市町村及び民間団体との連携強化事業  

・市町村及び要保葎児童対策地域協議会への支援   

児童相談所1か所当たり  

旦．342．000円  

・民間団体との連携  



1都道府県（指定郡市又は児童相談所設置市）当たり  

962，000円  

9 24時間・365日体制強化事業   

児童相談所1か所当たり  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

96Z，000円  

9 24時間・365日体制強化事業   

児童相談所1か所当たり  

l  l   】  1  】   

l   】   5，637，000トり  】  ー   l  l  

10児童福祉司任用資格取得のための研修  10児童福祉司任用資格取得のための研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

12、＝  

①メンタルフレンド活動費  ①メンタルフレンド活動費  

訪問1日当たり乙芸拉巴  訪問1日当たり乙巨旦旦巴  

②事業実施前研修会費174β00円  ②事業実施前研修会費174β00円  

1回当たり33，000円  1回当たり33，000円  

2ひきこもり等児童宿泊等指導事業  2ひきこもり等児童宿泊等指導事業  

児童1人当たり日額3，570円  児童1人当たり日額3．570円  

児童1人当たり日額2．100円  児童1人当たり日額2，100円  

3ひきこもり等児童福祉教育連絡会諸費   3ひきこもり等児童福祉教育連絡会諸費   



新  旧  

1回当たり12，200円  1回当たり12．200円  

4 ひきこもり等の子どもの保護者交流事業  4 ひきこもり等の子どもの保護者交流事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

2．000．000円  2，000．000円  

ンクー運営事業に  

年間9．415．000円  年間1Z．g47．000円  

年間9．416．000円  

（年度i余中の開始＿又は中止答の場合）  一年．唐i余申の開始．又は中止等の場合）  

月］栢1．078．000円  月細784．000円  

月額784．000円  

（1月未満の塊合は1月♪する）   （1月未満の場合は1月とする）   

1か所当たり 200．000円  1か所当たり 200，000円  

年間9、415．000円  

（年度i余中の開始、又は中止尊 

月拓784．000円  

（1月未満の場合は1月とす  
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里親支援機関事  
業に必要な貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品費、印  

刷製本資）、役務費  
（通信運搬習）、委  
託料、使用料及び  
貸借料   

里親支援機関事  
業に必要な貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品費、印  

刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）、委  

託料、使用料及び  
貸借料  

次により算出された額〃合計額  

1里親制度普及促進事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

4．002．000円  

2 里親委託推進・支援等事業   

1か所当たり  

7．683．000円  

次により算出された額の合計額  

1里親制度普及促進事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

3．995．000円  

2 里親委託推進・支援等事業   

1か所当たり  

7mOO円  

（経過措置分）里親支援事業  

次により算出された額の合計額  

1基礎研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

512．000円  

2 専門里親研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

1，312，000円  

3 里親養育相談事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

924．000円  

4 里親養育援助事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

8，435，000円  

5 里親養育相互援助事業  

1か所当たり  

510．000円  

（経過捨置分）里親支援事業  

次により算出された額の合計額   
里親支援事業に  

必要な報酬、貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品費、印  

刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）、委  
託料、使用料及び  
賃借料  

里親支援事業に  
必要な報酬、貸金、  
報償費、旅費、需  
用費（消耗品賛、印  

刷製本費）、役務費  

（通信運搬費）、委  
託料、使用料及び  
貸借料  

1基礎研修   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

512，000円   

2 専門里親研修   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

1，312．000円   

3 里親養育相談事業   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

924．000円   

4 里親養育援助事業   

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

8，435，000円   

5 里親養育相互援助事業  

1か所当たり  

510，000円  

一■■－■■－－－■－－－－一－－一－－－一－一一一－－一－－－－一一一－－－－－－－一一一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－  

（経過措置分）里親委託推進事業  
里親委託推進事   里親委託推進事  （経過措置分）里親委託推進事業  



新  旧  

業に必要な報酬、  ▼、丈  

貸金、報償費、旅  貸金、報償費、旅  

児童相談所1か所当たり  費、需用費（食桂  児童相談所1か所当たり  費、需用費（食糧  

費、消耗品費、印  費、消耗品費、印  

4，315．000円  刷製本費）、役務賛  
4，315，000円   別製本費）、役務費  

（通信運搬費）  
（通信運搬費）  

地域生活・自立支  地域生  地域生活・自立支  
地域生  

援事業（モデル事  括・自  壊事業（モデル事  

括・自  
業）に必要な報酬、  立支援  業）に必要な報酬、  

立支援  
給料、職員手当  給料、職員手当  

事業 （モデ   等、共済費、報償   
事業 （モデ  等、共済費、報償  

費、旅費、需用費  ル事  1か所当たり  費旅費需用費   
ル事  1か所当たり  

（消耗品費、印刷製  業）  
（消耗品賛、印刷製  

業）  

7905000円  本費、食糧費、光  7．904．000円  本費、食糧費、光  

熱水費）、役務費  （年度途中の開始、又は中止等の場合）  
熱水費）、役務費  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）  （通信運搬費）、使  （通信運搬費）、使  

用料及び貸借料、  月額鎚温良【迫巴  用料及び貸借料、  
月額鎚且題迫巴  

備品購入費  備品購入費  

2初度調弁費  
2初度調弁費  

1か所当たり  
1か所当たり  

420，000円  
420，000円  

基詮姐  に上り宜出した額のA喜  
基幹的職員研修  

亜且亜  
董に必蓉な報  

塵主星  曹．旅曹、需  
（飢別製本替L使  

1都道府 県（指定都丸児書相談所設宥市）当たり  
用量及び督借料、  
旦金  

亘遮』迫巴  

身元保証人確保  身元保 証人確  
身元保証人確保  

身元保  対策事業に必要な  
対策事業に必要な  

言正人確  
役務費（保険料）   保対策  役務費（保険料）   

保対策  
福祉事  事業   福祉事  

事業   

務所を  施設退所児童等の保険対象者1人当たり  務所を  
施設退所児童等の保険対象者1人当たり  

設置す  10，560円  設置す   
10，560円  

._I 
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2賃貸住宅等の貸借時の連帯保証  
2賃貸住宅等の賃借時の連帯保証  

施設退所児童等の保険対象者1人当たり  
施設退所児童等の保険対象者1人当たり  

る町村  19，152円  
19，152円  

る町村  
都道府  

都道府  

県が捕  
県が補  

助する  
助する  

場合  
場合  

2／3  
2／3  

婦人相談員活動  DV・女  次により算出された額の合計額  
婦人相談員活動  

DV・女  次により算出された額の合計額  
性保護  

強化対策費のため  性保護  強化対策費のため  

対策等  
に必要な報酬（婦  対策等  

に必要な報酬（婦  

人相談員手当につ  支援事  
人相談員手当につ  

支援事  いての歳出予算の  業   
いての歳出予算の  

業   
節を給料又は貸金  （1）婦人相談員手当  

節を給料又は貸金  

（1）婦人相談員手当  としている場合は、  
としている場合は、  

厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数の範  
厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数の範  

賃金とする。）、旅  
貸金とする。）、旅  

園内における各月現員延数に1姐必迫巴を乗じて算  
囲内における各月現員延数に土地』迫巴を乗じて算  

費、食槍費、印刷  定した額。  
費、食糧費、印刷  

定した額。  
製本費）、役務費  

製本費）、役務費  

ただし、婦人相談員を月の中途において任免したとき  
ただし、婦人相談員を月の中途において任免したとき  

費   は、上記該当額を限度として都道府県条例又は市条例  
費   

は、上記該当額を限度として都道府県条例又は市条例  

等に定める給与方法により算定した額とすること。  
等に定める給与方法により算定した額とすること。  

（2）婦人相談員活動費  
（2）婦人相談員活動費  

厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数に都  
厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の歎に都  

道府県においては年額58，000円を、指定都市、中核  
道府県においては年額58，000円を、指定都市、中核  

市、児童相談所設置市及び市においては年額49・00  
市、児童相談所設置市及び市においては年餅49，00  

0円を乗じて算定した額。  
0円を乗じて算定した額。  

ただし、婦人相談員を牛の中途において任免したとき  
ただし、婦人相談員を年の中途において任免したとき  

、その在職期間が6か月未満の場合は年額の1／2の  
、その在職期間が6か月未満の場合は年額の1／2の  

額とすること。  
額とすること。  



売春防  
止活  
動・D  
V対策  
機能強  
化事業  

売春防  
止活  
動・D  
V対策  
機能強  
化事業  

次により算出された額の合計額  

1売春防止活動推進等事業強化対策費  

（1）婦人保護事業啓発普及費   

A型（東京・大阪） 年額604，000円   

B型（北海道・埼玉・神奈川・静岡・愛知・京都・兵庫・  

広島・福岡・長崎・沖縄）  

年額444，000円   

C型（その他の県） 年額 338，000円  

（2）婦人保護施設退所者自立生活援助事業費   

1施設当たり年額1．572．000円に10人を超えた対   

象者1人につき132．060円を乗じて加算し、算定した   

額とすること。  

次により算出された額の合計額  

1売春防止活動推進等事業強化対策費  

（1）婦人保拝事業啓発普及費   

A型（東京・大阪） 年額604，000円   

B型（北海道・埼玉・神奈川・静岡・愛知，京都・兵庫・  

広島・福岡・長崎・沖縄）  

年額 444，000円   

C型（その他の県）年額338，000円  

（2）婦人保護施設退所者自立生活援助事業費   

1施設当たり年額1．544．000円に10人を超えた対   

象者1人につき129．900円を乗じて加算し、算定した   

額とすること。  

婦人保護事業啓  
発普及を行うため  
に必要な報償費、  

需用費（消耗品費、  

食糧費、印刷製本  
費、光熱水費）、備   
品購入費、委託   
料、扶助費   

婦人保護事業啓  
発普及を行うため  
に必要な報償費、  

需用費（消耗品費、  

食糧費、印刷製本  
費、光熱水費）、備   

品購入費、委託   
料、扶助費   

婦人保護施設退  
所者自立生活援助  
事業を行うために  
必要な報酬、貸金、  
旅費、需用費（消耗  

品費、食糧費、印  
刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）   

婦人保線施設退  
所者自立生活援助  
事業を行うために  
必要な報酬、貸金、  
旅費、需用費（消耗  

品費、食糧費、印  
刷製本費）、役務費  
（通信運搬費）   

2 配偶者からの暴力対策機能強化事業  

（1）休日夜間電話相談事業   

（∋休日電話相談  

9時～18時（馴春闘実施）  

月額 53，200円   

（診休日夜間部分実施   

18時～22時 月額 26．600円  

‾18時～20時 月額13JOO円   

（診平日夜間部分実施   

18時～22時 月額 57．000円   

18時～20時 月額 28．500円  

（2）配偶者からの暴力被害者保護支援ネットワーク  

2 配偶者からの暴力対策機能強化事業  

（1）休日夜間電話相談事業   

（》休日電話相談  

9時～18時（8時間実施）  

月額 51，600円   

（卦体日夜間部分実施   

18時～22時 月額 25β00円   

18時～20時 月額12．900円   

（診平日夜間部分実施   

18時～22時 月額 55刀00円   

18時～20時 月額 27．5∽円  

（2）配偶者からの暴力被害者保護支援ネットワーク  

婦人相談所で行  
う休日夜間電話相  
談事業を行うため  
に必要な報酬（歳  
出予算の節を給料  
又は貸金としている  
場合は、それぞれ  
給料又は貸金とす  
る。）  

婦人相談所で行  
う休日夜間電話相  
談事業を行うため  
に必要な報酬（歳  
出予算の節を給料  
又は貸金としている  
場合は、それぞれ  
給料又は貸金とす  
る。）  

配偶者からの暴  配偶者からの暴   
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被害者保護支援  
ネットワーク事業に  
必要な報償費、旅  
費、需用費（消耗品  

費、食糧費、印刷  
製本費）  

配偶者からの暴  
力相談担当職員の  
研修に必要な報償  
費、旅費、需用費  
（消耗品費、印刷製  

本費）、使用料及び  

貸借料   

被害者保護支援  
ネットワーク事業に  
必要な報償費、旅  
費、需用費（消耗品  

費、食権費、印刷  
製本費）  

配偶者からの暴  
力相談担当職貝の  
研修に必要な報償  
費、旅費、需用費  
（消耗品費、印刷製  

本費）、使用料及び  

賃借料   

修に必要な報償  

曹＿旅曹、需用曹  
（消耗品費．印刷製  

太替）＿役・籍曹（通  

金   

事業  

年額 815，610円  

事業   

年額 815．610円  

（3）配偶者からの暴力相談担当職員研修費  

年額 79，㍑0円  

（3）配偶者からの暴力相談担当職員研修費  

年額 79，330円  

（4）車門通訳者善成研修  

年循 684540円  

法的対応機能強  
化事業に必要な報  
酬、報償費、旅費、  
需用費（消耗品費、  

印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）   

法的対応機能強  
化事業に必要な報  
酬、報償費、旅費、  
需用費（消耗品費、  

印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）  

（4）法的対応機能強化事業  

年額 713，960円  

（5）法的対応機能強化事業  

年額 713，960円  



（資料17）  

（案）  

雇児発第※※※※※号  

平成21年※月※※日   

各 都道府県知事 殿  

厚生労働省雇用均等∵児童家庭局長  

婦人保護施設における配偶者からの暴力被害者等に  

同伴する児童の対応等を行う指導員の配置について   
，
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配偶者からの暴力（以下「DV」という。）等により、婦人保護施設に入所した  

被害者等に同伴する児童（以下「同伴児童」という。）に対する適切な処遇体制を確  
保するため、次のとおり実施方法を定め、平成21年度から実施することとしたの  
で、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。  

1 趣旨   

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（平成13年法律  

第31号）の施行等により、婦人保護施設には、DV被害者等が入所しているが、   

同伴家族として多数の児童も入所している。これらの児童は、保護に至る経過に   

おいて様々な家庭内の混乱に巻き込まれており、DVの目撃による心理的外傷や   
ネグレクト等の不適切な養育の影響から情緒面や行動上の問題を抱えていること   

も多い。こうした児童の状態に応じた個別ケアが必要な状況になっていることか   

ら、保育や学習支援を含めた適切な援助を行う指導員を配置し、同伴児童に対す   

る適切な処遇体制を確保することとする。  

2 対象施設   

別に定める「婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設職員職種別配置基準」（以   

下「配置基準」という。）を満たしており、かつ、同配置基準に基づく職員とは   

別に同伴児童の対応等を行う指導員を配置する婦人保護施設とする。  

3 指導員の配置人数   

上記の対象施設のうち、同伴児童の1日当たりの平均保護人数が、前年度の実  

績等を勘案した実施年度の見込み数において6人以上となる婦人保護施設につい   

ては2名．、1人以上6人未満となる婦人保護施設については1名の指導員を配置   

することができることとする。  
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∠1指導員の要件   

同伴児童の対応等を行う指導員は、児童福祉法第18条の4に定める保育十又   

は児童福祉施設最低基準第43条に定める児童指導員の資格を有する者とする。  

ヱう 運営の留意点等  

（1） 婦人保護施設長は、当該指導員から同伴児童の状態について適宜報告を受  

け、必要に応じて心理療法担当職員による支援を行うこと、また、虐待に関  

するアセスメントや母子に対する支援等について児童相談所及び婦人相談所  

と連携して適切な処遇に努めること。  

（2） 婦人保護施設長は、当該指導員が同伴児童の対応を行うことにより、DV  

被害者等が各種相談や心理療法等を効果的に受けられるようにするととも  

に、自立のための活動等を円滑に行うことができるように努めること。  

（3） 婦人保護施設長は、児童の安全・衛生について十分配慮すること。  

（∋ 経費   

この指導員の配置に要する経費については、平成15年1月29日厚生労働省   

発雇児第0129001号厚生労働事務次官通知の別紙「婦人保護費国庫負担金及び国   

庫補助金交付要綱」によるものとする。  
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別添  

婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設職員職種別配置基準  

総   施  事  主  指  看  栄  調  嘱  

数   設  務  任  導  護  養  理  託  

長   員  指  

導  等   

員   

人  人  人  人  

田  

50人以下  9  1  1  1  1  3  

園  

51～100  10  1  2  1  1  1  3  

田  

長期収容施設     18  1  
2  1   9   1   1   3   
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（注）括弧書きは、非常勤職員の別掲である。  
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